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福祉用具開発の変遷と今後の方向性についての一考察 

 

 

○大重 隆、菅 陽二、齊藤 勝二郎、八木 輝明（ＮＥＤＯ技術開発機構） 

 

 

１．はじめに 

 福祉用具とは「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律（平成５年度法律第８号。以下「福

祉用具法」という。）」に定められている通り、心身の機能が低下し日常を営むのに障害のある老人又は

心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに装具

のことをいう。同法において、福祉用具の研究開発及び製造を行う事業者は、厚生労働省が指定する法

人から福祉用具の研究開発及び普及に係る助成を受けることができ、また、独立行政法人新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構（以下「ＮＥＤＯ」という。）から、産業技術の実用化に関する研究開発で

あって、福祉用具に係る技術の向上に資するものに対して助成を受けることができる。 

 一方、社会福祉サービスについては事業主体が公的機関（国、地方公共団体）や社会福祉法人に制限

され、行政による「措置」の時代が続いていた。介護保険法（平成９年法律第１２３号）が施行された

平成１２年度以降、障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）も含め、利用者による事業者選択

と自己決定による「契約」の時代となり、福祉産業へ民間企業の参入が目立つようになり、利用者が福

祉用具の貸与及び購入（修理に要する費用を含む）の支援サービスを享受できるようになった。 

 このように法制度の影響下における福祉用具開発の変遷と今後の方向性について、ＮＥＤＯにおける

福祉用具開発の助成事業（福祉用具実用化開発推進事業）の取組を一例に考察を行う。 

２．福祉用具の利用及び市場の変遷 

＜福祉用具の利用の変遷 i)＞ 

介護保険法の導入以前の福祉用具の給付制度は公的に決められた福祉用具を行政機関の決定に基づ

き、提供するものであったために、福祉用具の利用者を主眼としたケアプランサービスの欠如が指摘さ

れていた。介護保険法の導入により、要介護度に応じた額の居宅介護サービスの利用が保証され、福祉

用具の貸与・購入費の支給を含めて利用者の選択により利用されるようになった。また、これまで障害

者や障害児に対し支給等が行われる補装具の種目は、障害種別毎に定められていたが、障害者自立支援

法の導入後、利用者の選択と自己決定を尊重した利用者本位のサービス利用制度となった。そして、介

護保険制度におけるサービス利用方式は、社会保険制度における被保険者としての利用方式であるのに

対して、障害者自立支援法は保険料の拠出は必要なく、租税を財源とした利用方式である一方、両制度

ともに原則としてサービス量の１割を利用者が負担する（低所得者への配慮措置有り）。 

 介護保険法における福祉用具の保険給付対象は、「車いすやベッド等の貸与費」、「入浴、排泄等にお

ける福祉用具の購入費」、「住宅改修費（限度基準額が２０万円のうち１割は自己負担）」であり、障害

者自立支援法における給付対象は、「義肢や歩行器などの補助装具の購入又は修理」と「拡大読書器や

盲人用時計等の市町村で給付等が行われる日常生活用具」である（表１）。 
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表１ 介護保険法及び障害者自立支援法における貸与・購入対象及び購入又は修理に該当する福祉用具 

介護保険法（第７条）で貸与

に該当する福祉用具 

車いす、手すり、車いす付属品、スロープ、特殊寝台、歩行器、特殊寝

台付属品、歩行補助つえ、床ずれ防止用具、認知症老人徘徊感知機器、

体位変換器、移動用リフト(つり具の部分を除く) 

介護保険法（第４４条）で購

入に該当する特定福祉用具 

腰掛便座、簡易浴槽、特殊尿器、移動用リフトのつり具の部分、入浴補

助用具 

障害者自立支援法（第５条お

よび７６条）で購入又は修理

に該当する補装具 

義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車い

す、電動車いす、座位保持いす、起立保持具、歩行器、頭部保持具、排

便補助具、歩行補助つえ、重度障害者用意志伝達装置 

＜福祉用具の市場の変遷＞ 

介護保険法及び障害者自立支援法が導入され、地域の相談支援事業等のケアマネジメントの下、利用

者の選択（市場原理）に基づく福祉サービスが展開されるようになった。福祉用具（狭義）1の市場規

模は全体で１兆２,６０８億円（前年度比０．７％の微増）であり、介護保険法の導入以降、規模の増

減はあるものの、市場全体は近年、安定している状況にあり横ばいである。表１における代表的な福祉

用具の市場規模の推移（輸入品含む）及び介護保険法により市場化された福祉用具貸与における指定事

業者数の推移は図 1の通り示されるii)，iii）。 

 

図１ 福祉用具種別の市場 ii) （左）及び福祉用具貸与事業者数 iii) （右） 

個別の製品については法制度の移行等の影響を受けており、特にベッドは介護保険制度導入以降、障害

者自立支援法の導入及び介護保険法の制度改定（新予防給付2において一部利用者は給付対象外）の影

響を大きく受け、介護保険法導入時から平成１９年度まで約３割縮小した。一方、手すり・握りバーに

おいては介護保険制度導入以降、認知が広がり前年比約８％増で伸びている（図１左）。また、介護保

険制度における福祉用具の貸与を担うのが営利企業（会社）を主とした指定福祉用具貸与事業者3であ

                                                  
福祉用具（狭義）1 家庭用治療器、義肢・装具、在宅等介護関連分野（パーソナルケア関連、移動機器、家具・

建具等）、コミュニケーション機器等で構成。なお、共用品を合わせせると福祉用具（広義）となり、共用品は点

字が刻印されている缶飲料、操作盤の位置を配慮したエレベータ等で構成（温水洗浄便座，ホームエレベータ，座

席がシフトする乗用車は、福祉用具（狭義）と共用品双方に含まれる）。  
新予防給付2 介護保険の基本理念である「自立支援」をより徹底するために、要支援を対象とした介護予防サー

ビスが「介護予防通所介護」「介護予防通所リハビリテーション」「介護予防訪問介護」「介護予防福祉用具貸与」

など、１５種類のサービスが平成１８年４月より新たに実施された。 
指定福祉用具貸与事業者3 介護保険制度において福祉用具を貸与するためには、福祉用具の保管及び消毒等の方

法や設備、管理者等の指定要件を満たしているか各都道府県の判断により指定を受ける。 

－185－



り、介護保険制度の導入以降、順調に事業者は増加していたが、平成１７年度以降は減少傾向にある。 

 このように介護保険制度の導入以降、福祉用具市場の拡大は微増程度であり成熟期に至ったと考えら

れる。しかし、平成１７年度以降は指定福祉用具貸与事業者が市場から撤退していることから示される

ように、今後は衰退期に向かうと想定される。本稿では、介護保険法等の影響を受け、福祉用具開発を

担ってきた開発事業者が福祉用具法の施行以降、どのような変遷を経てきたのか、ＮＥＤＯにおける福

祉用具実用化開発推進事業の取組を一例に分析し、今後の福祉用具開発の課題と改善提案を行う。 

３．福祉用具実用化開発推進事業の取組み 

 福祉用具法に基づき、ＮＥＤＯでは平成５年度から福祉用具実用化開発推進事業を実施しており、優

れた技術や創意工夫のある実用的な福祉用具の開発を助成金により支援している。 

 

図２ 福祉用具実用化開発推進事業の事業領域 

当該助成事業では、概念設計や基礎的な研究を終えており、実用化する目途を有し、試作品による実証

試験を行う等、実用化のための評価も含んでいる開発提案を対象として、外部有識者で構成される審査

委員会で審査し、最大で３年、助成率は２／３以内、助成金額は３,０００万円以内で採択する。 

 

図３ 提案及び採択件数の推移（左）及び採択テーマ実績（右） 

我が国の主たる福祉用具開発の担い手は中小企業であり、当該事業においては平成５年度から平成２

１年度までに１７４件を採択し、その内の１３４件（７７％）が中小企業である（図３左）。そして、

採択テーマは車いす等の移動機器が最も多く、続いて入浴や排泄等のパーソナルケア関連用具、コミュ

ニケーション機器である（図３右）。なお、平成２０年度までに採択した事業者の内、８７件（６４％）

が事業化を果たしている。 

４．福祉用具の研究開発から事業化に向けた課題分析と改善提案 

今後、ますます少子高齢化が進んでいく我が国においては、障害者や高齢者の生活支援や社会活動支

援等のニーズに福祉用具が対応していくとともに、介助者の業務負担を容易に低減できるようなサービ

スを福祉用具が提供するなど、福祉用具市場の潜在需要を掘り起こす取組がもとめられている。しかし、

近年、福祉用具市場は、一部用具を除き概ね成熟期に達している。そこで福祉用具開発事業者における

課題分析を行い、利用者ニーズに即した福祉用具開発や普及障壁等に対処するための改善提案を行う。 

＜福祉用具開発事業者における普及課題と改善提案＞ 

当該事業に平成５年から平成１９年度までに採択され、開発を実施した事業者に対するアンケート

（有効回収率１１１件）とヒアリング（９社）及び外部有識者や業界団体へのヒアリング（９名）を取
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りまとめた調査結果iv)を基に、開発事業者における普及課題及びその原因を抽出。その結果をマーケテ

ィングの要素である４Ｐ4に当てはめて整理し、開発事業者の取組の改善提案を行う（図４）。 

 

図４ 福祉用具開発事業者における普及課題及び原因に対する改善提案 

図２で示した「研究から開発」の段階では、Product（製品）及び Price（価格）の課題が顕在化し、そ

の原因を解決するには「利用者ニーズと技術シーズとのマッチング」や「利用者に即したオーダーメイ

ド化」に対応しなければならない。これに対する課題改善として、「被験者試験等を公的機関の制度を

利用する」、「セミオーダーメイド化を可能とする調整機能を開発する」の二点を提案したい。次に「開

発から事業化」の段階では Place（流通）及び Promotion（販売促進）の課題が顕在化し、利用者側の

費用対効果を念頭に課題解決する必要があることが明らかとなった。しかしながら、福祉用具開発の主

体である中小企業においては、経営資源が十分でないため、自社単独で流通及び販売網を整備するのは

困難であるため、開発した福祉用具の利用者を絞ったうえで、流通事業者と連携を図り、流通・販売網

を整備し、広報及び宣伝に取り組むことを提案したい。また、流通事業者は利用者からのクレーム等に

日々接しているため、利用者ニーズを開発事業者以上に把握している。そこで、流通事業者と連携し利

用者ニーズを抽出し、そのニーズと中小企業独自のシーズのマッチングを図り、新たな福祉用具を開発

することで普及促進に繋がると考えられる。 

＜まとめ＞ 

福祉用具開発が介護保険法の給付対象に偏っているのは、開発主体である中小企業では Price（流通）

及び Promotion（販売促進）に十分な経営資源を投入できないので、事業化リスクの低い給付対象に開

発品目が集中するためである。結果として近年、福祉用具市場は成熟期に至ったと考えられる。そこで

「開発事業者が流通事業者と連携し、流通及び販売網を整備する」、「流通事業者が利用者との日々のや

り取りから見出した、新たなニーズを中小企業等の持っているシーズとマッチングさせ、新たな福祉用

具の開発及び事業化を図る」事により、今後、福祉用具市場は拡大すると考えられる。 
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４Ｐ4 アメリカのマーケティング学者、ジェローム・マッカーシーが提唱した、マーケティングの要素として
代表的な、製品（Product）、価格（Price）、プロモーション（Promotion）、流通（Place）からなる分類 
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